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 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。  
 
  令和５年８月４日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
綾部市規則第３６号  
 

綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則  
 
 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則（昭和４０年綾部市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。  
 別表様式第５８号の項中「軽自動車税」の次に「（種別割）」を加え、同表様式第５９

号の項中「軽自動車税」の次に「（種別割）」を、「返納書」の次に「（原動機付自転 

車・小型特殊自動車）」を加え、同表様式第６４号の項の次に次のように加える。 

 

                             

 様式第５８号及び様式第５９号を次のように改める。  
 

  

様式第６４号の２ 特定小型原動機付自転車標識 
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 様式第６４号の次に次の１様式を加える。  
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様式第６４号の２ 

特定小型原動機付自転車標識 

1
0
0
ミ
リ

メ
ー

ト
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綾 部 市 

 

 

 

(記 号・番 号) 

  100ミリメートル 
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   附 則  
 この規則は、公布の日から施行する。  

規　則
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綾部市病院事業会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市規則第３７号 

 

綾部市病院事業会計規則の一部を改正する規則 

 

綾部市病院事業会計規則（平成２６年綾部市規則第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

第６条第２項中「（様式第１号）」を削り、同条第３項中「（様式第２号）」を削り、

同条第４項中「（様式第３号）」を削る。 

第７条、第８条及び第１１条中「（様式第４号）」を削る。 

第１２条中「（様式第３号）」を削る。 

第１５条第１項中「（様式第３号）」及び「（様式第１号）」を削る。 

第１６条第１項、第１７条、第２０条第２項及び第２１条中「（様式第５号又は様式第

６号）」を削る。 

第２２条第３項中「（様式第７号）」を削り、同条第４項及び第５項中「（様式第５号

又は様式第６号）」を削る。 

第２３条中「（様式第１号）」及び「（様式第３号）」を削る。 

第２４条第１項、第２６条第６項及び第２７条中「（様式第３号）」を削る。 

第２８条第２項中「（様式第３号）」及び「（様式第２号）」を削り、同項第１号中

「（様式第８号）」を削り、同項第２号中「（様式第９号）」を削り、同項第３号中

「（様式第１０号）」を削り、同項第４号中「（様式第１１号）」を削り、同項第５号中

「（様式第１２号）」を削り、同項第６号中「（様式第１３号）」を削り、同項第７号中

「（様式第１４号）」を削り、同項第８号中「（様式第１５号）」を削り、同項第９号中

「（様式第１６号）」を削り、同項第１０号中「（様式第１７号）」を削る。 

第２９条第１項中「（様式第２号）」及び「（様式第３号）」を削り、同条第２項から

第４項までの規定中「（様式第２号）」を削る。 

第３０条第３項中「（様式第３号）」、「（様式第１号）」及び「（様式第２号）」を

削る。 

第３３条第１項中「（様式第１８号）」を削り、同条第２項中「（様式第１９号）」を

削る。 

第３８条第１項中「（様式第１９号）」を削る。 

第３９条第２項中「（様式第１号）」を削る。 

第４０条第１項中「（様式第３号）」を削る。 

第４１条中「（様式第３号）」及び「（様式第１号）」を削る。 

規　則
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第５２条第１項中「（様式第８号）」、「（様式第９号）」及び「（様式第１０号）」

を削る。 

第５５条第１項中「（様式第８号）」及び「（様式第１０号）」を削る。 

第５７条第１項及び第５９条第２項中「（様式第３号）」を削る。 

第７４条第１項中「（様式第２０号）」を削る。 

第７９条中「（様式第３号）」を削る。 

第８４条を次のように改める。 

（伝票等の様式） 

第８４条 この規則による伝票等の様式は、別に定める。 

様式第１号から様式第２０号までを削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

規　則

8



 綾部市里山交流研修センターの管理及び運営規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第３８号 

 

綾部市里山交流研修センターの管理及び運営規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市里山交流研修センターの管理及び運営規則（平成１２年綾部市規則第３１号）の

一部を次のように改正する。 

 様式第１号中 

「 

使 

用 

料 

施 設 金 額 領 収 印  使 用 の 許 可  

   

 年  月  日 

 

第     号 

 

  

  

  

  

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 

用 

料 

施    設 金   額 領 収 印  使用の許可  

 円  

年 月 日 

 

第   号 

 

 円 

 円 

 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

」 

改める。 

 

 

に 

を 

規　則
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様式第２号中 

「 

使 

用 

料 

施   設 金  額 領 収 印   

左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長         □印  

を 

   

  

  

  

  

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

」 

「 

  登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 

用 

料 

施   設 金  額 領 収 印  

左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長         □印  

に 

 円  

 円 

 円 

 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

規　則
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 Ｉ・Ｔビルの管理及び運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第３９号 

 

Ｉ・Ｔビルの管理及び運営規則の一部を改正する規則 

 

 Ｉ・Ｔビルの管理及び運営規則（平成８年綾部市規則第３号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第１号中 

「 

使

用

料 

施 設 円 領 収 印   使 用 の 許 可     

 を 

  円   年 月 日 

第    号 

    

  円 

  円   

計 円 

許 可 条 件 別紙・なし 

」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  使 用 の 許 可 

   に 

 円  

 年  月  日 

 

第    号 

 円 

冷暖房設備 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円  

許 可 条 件 別 紙 ・ な し  

」 

改める。 

 

 

 

 

 

規　則
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様式第２号中 

「 

使

用

料 

施 設 円 
左記の金額を領収しました｡ 

年  月  日 

 

 

        綾部市長        □印  

 を 

  円 

  円 

  円 

計 円 

許 可 条 件 別紙・なし 

                                      」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長       □印  
に 

 円  

 円 

冷暖房設備 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

規　則
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 綾部市ものづくり交流館の管理及び運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第４０号 

 

綾部市ものづくり交流館の管理及び運営規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市ものづくり交流館の管理及び運営規則（平成３０年綾部市規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

 様式第１号中 

「 

使 用 の 場 所 使 用 料 担 当  使 用 の 許 可 

 を 

多目的ホール 円  

 年  月  日 

 

第    号 

 冷暖房 円 

展示スペース 円 

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し  

」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  使 用 の 許 可 

に 

多目的ホール 円  

 年  月  日 

 

第    号 

 冷暖房設備 円 

展示スペース 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円  

許 可 条 件 別 紙 ・ な し  

」 

改める。 

 

 

 

 

 

規　則
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様式第２号中 

「 

使 用 の 場 所 使 用 料 担 当  左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長       □印  

を 

多目的ホール 円  

 冷暖房 円 

展示スペース 円 

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長       □印  
に 

多目的ホール 円  

 冷暖房設備 円 

展示スペース 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

規　則
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 綾部市市民ホール管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第４１号 

 

綾部市市民ホール管理運営規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市市民ホール管理運営規則（昭和５９年綾部市規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 様式第１号中 

「 

使

用

料 

施 設 金 額 領 収 印   使 用 の 許 可   

を 

施 設 円   

年  月  日 

 

 

第     号 

 

  

冷 暖 房 設 備 円 

    

    

    

合 計 円 

許 可 条 件 別紙・なし 

」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  使 用 の 許 可 

に 

 円  

 年  月  日 

 

第    号 

 円 

冷暖房設備 円 

合計（ ％対象） 

うち消費税 

円 

円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し  

 

」 

改める。 

 

 

 

規　則
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様式第２号中 

「 

使

用

料 

施 設 金 額 領 収 印  

 

 左記の金額を領収しました。 

 

     年  月  日 

 

 

綾部市長          □印  

を 

施 設 円   

冷 暖 房 設 備 円 

    

    

    

合 計 円 

許 可 条 件 別紙・なし 

                                      」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 用 の 場 所 使 用 料 領 収 印  左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長      □印  
に 

 円  

 円 

冷暖房設備 円 

合計（ ％対象） 

うち消費税 

円 

円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

規　則
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 綾部市二王公園の管理及び運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第４２号 

 

綾部市二王公園の管理及び運営規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市二王公園の管理及び運営規則（平成６年綾部市規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

 様式第１号中 

「 

  施  設 金  額 領 収 印   使 用 の 許 可 

使

用

料 

  円   年月日 

 

第 号 

  

  円   

  円   

計 円   

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 

用 

料 

施    設 金  額 領 収 印  使 用 の 許 可 

 円   年 月 日 

 

第   号 

 

  円 

 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円   

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

」 

改める。 

 

 

 

を 

に 

規　則
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様式第２号中 

「 

 施 設 金 額 領 収 印  左記の金額を領収しました。 

年  月  日 

 

綾部市長         □印   を 

使 

用 

料 

 円  

 円  

 円  

計 円  

許 可 条 件 別紙・なし 

                                      」 

「 

 登録番号 Ｔ３００００２０２６２０３０ 

使 

用 

料 

施    設 金  額 領 収 印  左記の金額を領収しました。 

  年  月  日 

 

綾部市長         □印   に 

 円  

 円 

 円 

合計（ ％対象） 円 

うち消費税 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

規　則
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 綾部市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則をここに

公布する。 

 

  令和５年８月２８日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第４３号 

 

綾部市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の施行期日を 

定める規則 

 

 綾部市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（令和５年綾部市条例第１９号）

附則の規定に基づき、この規則を定める。 

 綾部市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の施行期日は、令和５年１１月 

２５日とする。 

規　則
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綾部市告示第１６４号 

 

綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付要綱を次のように定め

る。 

 

  令和５年８月２日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下「新型コロナ

ウイルスワクチン接種」という。）の円滑な実施を促進するため、個別接種を実施する

診療所に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）診療所 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する医療提

供施設をいう。 

（２）個別接種 診療所において、住民等に新型コロナウイルスワクチン接種を行うこと

をいう。 

（３）時間外 診療所が標榜する診療時間以外の時間をいう。 

（４）夜間 診療所が標榜する診療時間にかかわらず、１８時以降をいう。 

（５）休日 診療所が標榜する診療日にかかわらず、日曜日、土曜日、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日及び１２月２９日から翌

年の１月３日までの日（１月１日を除く。）をいう。 

（交付対象者） 

第３条 交付金の交付の対象となる者は、個別接種を一定回数以上実施する市内に所在す 

る診療所で、時間外、夜間又は休日に接種体制を用意しているものとする。 

（交付対象事業） 

第４条 交付金の交付の対象となる事業は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業の実施について（令和５年４月２８日付け健発０４２８第７号厚生労働省健康局長通

知）別紙新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱４－（１）－Ａ－ア－

⑥個別接種促進のための支援に定めるとおりとする。 

（交付金の額） 

第５条 交付金の額は、週１００回以上の個別接種を、次に掲げるそれぞれの期間中に 

４週間以上行った場合、週１００回以上の接種をした週における接種回数に２，０００

告　示
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円を乗じて得た額とする。 

（１）令和５年５月１日から同年７月２日まで 

（２）令和５年７月３日から同年８月３１日まで 

（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、前条各号に掲

げる期間の個別接種終了後、綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付

金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならな 

い。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

交付の可否を決定し、綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付

（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（交付金の返還等） 

第８条 市長は、交付金の交付申請を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、

その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずること

ができる。 

（１）偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。 

（２）交付金の交付条件又はこの要綱に違反したとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める理由が生じたとき。 

（関係書類の整備等） 

第９条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとと

もに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を交付事業の完了した日の属

する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 

この告示は、令和５年８月２日から施行し、令和５年度分の交付金から適用する。 
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様式第１号（第６条関係）  
 

  年  月  日  
 

綾部市長          様  
 

（所在地）  
（診療所名）   
（代表者氏名）  

 
綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付申請書  

 
 綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金の交付を受けたいので、綾

部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付要綱第６条の規定に基づき

関係書類を添えて下記のとおり申請します。  
 

記  
 
 申 請 額 ：             円  
 
 
 （添付書類）  
  （１）実績報告書  
  （２）その他市長が必要と認める書類 

 
  

告　示

22



様式第２号（第７条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

             様 

 

綾部市長         □印  

 

綾部市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業交付金交付（不交付） 

決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市新型コロナウイルスワクチン個

別接種促進事業交付金については、下記のとおり決定しましたので、綾部市新型コロナウ

イルスワクチン個別接種促進事業交付金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

記 

  

交 付 交付決定額                       円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があった

ことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起

算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。） 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。） 
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綾部市告示第１６６号 

 

 地縁による団体「鷹栖町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和５年８月９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者氏名を 白波瀨 辰夫 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和５年８月１日 

 

３ 変更の理由 

  代表者氏名の変更 

 

告　示
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綾部市告示第１６７号 
 

綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 
 
 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定に基づ

き、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 
 
 
  令和５年８月１４日 
                          綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
証交付年月日 証記号・番号・枝番 
令和４年 ４月 １日 綾０８０８－１５００８・０４ 

令和４年 ４月 １日 綾０８３５－５２０１０・０２ 

令和４年 ４月 １日 綾０８２２－１３００７・０３ 

令和４年 ４月 １日 綾１０２２－７５００１・０４ 
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綾部市告示第 168 号 
 
 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき、供用を開始する区域等を

次のように告示する。 
 なお、図面は、綾部市上下水道部下水道課において一般の供覧に供する。 
 
  令和５年 ８月１６日 
 
                          綾部市長  山 崎 善 也 
 
１ 供用を開始すべき年月日           令和５年 ８月１６日 
 
２ 下水を排除すべき区域            川糸町の一部 
 
３ 供用を開始しようとする排水施設の位置    川糸町の一部 
 
４ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別  分流式 
 
５ 下水の処理を開始すべき年月日        令和５年 ８月１６日 
 
６ 下水を処理すべき区域            川糸町の一部 
 
７ 下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 
（１）位置  高津町横枕８番地 
（２）名称  綾部浄化センター 

告　示
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綾部市告示第１６９号 

 

 綾部市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱（平成１９年綾部市告示第１８号）

の一部を次のように改正する。 

 

  令和５年８月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第３条第２号並びに第５条第１項及び第２項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３

月３１日」に改める。 

 様式第１号中 

「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に、 

「 

振込 

口座 

金融機関 

銀行 

金庫 

農協 

本 

支 
店 

金融機関

コ ー ド 

    
支 店 

コード 

   

口座種別 
  

口座名義 
  

口座番号 
       

  」 

「 

振込 

口座 

金融機関 

銀行 

金庫 

（  ） 

本 

支 
店 

金融機関

コ ー ド 

    
支 店 

コード 

   

口座種別 
  

口座名義 
  

口座番号 
       

□ 公金受取口座を利用します。 

  」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。 

     （担当者氏名）             ㊞  

                             」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。 

     （担当者氏名）               

                             」 

 

 

 

を 

に、 

を 

に、 
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「 

２ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名 

押印します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。      

                                        」 

「 

２ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名 
します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。 

３ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 
（令和３年法律第３８号）第３条第１項、第４条第１項及び第５条第２項の規定による 
登録に係る口座として、公金受取口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用します。」 
のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「振込口座」欄に記載する必要はありません。 

」 

改める。 

 様式第１号の２中 

「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に、 

「 

振込 

口座 

金融機関 

銀行 

金庫 

農協 

本 

支 
店 

金融機関

コ ー ド 

    
支 店 

コード 

   

口座種別 
  

口座名義 
  

口座番号 
       

  」 

「 

振込 

口座 

金融機関 

銀行 

金庫 

（  ） 

本 

支 
店 

金融機関

コ ー ド 

    
支 店 

コード 

   

口座種別 
  

口座名義 
  

口座番号 
       

□ 公金受取口座を利用します。 

  」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。 

     （担当者氏名）             ㊞  

                             」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。 

     （担当者氏名）               

                             」 

 

 

を 

に 

を 

に、 

を 

に、 
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「 

１ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名 

押印します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。 

                                     」 

「 

１ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名 

します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。 

２ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 

（令和３年法律第３８号）第３条第１項、第４条第１項及び第５条第２項の規定による 

登録に係る口座として、公金受取口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用します。」 

のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「振込口座」欄に記載する必要はありません。 

」 

改める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和５年８月２３日から施行する。 

 

 

を 

に 
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綾部市告示第１７０号 

 

 綾部市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年綾部市告示第１７号）の一部

を次のように改正する。 

 

  令和５年８月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 様式第１号中 

「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に、 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。 

            （担当者氏名）         ㊞ 

                               」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。 

            （担当者氏名）            

                               」 

「記名押印」を「記名」に改める。 

 様式第３号中 

「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に、 

「 

希望する支払 

金 融 機 関 

金融機関名 口座の種類 普通・当座・その他 

支店名 口座番号 

口座名義（フリガナ） 

」 

「 

振込希望口座 

金融機関名 口座の種類 普通・当座・その他 

支店名 口座番号 

口座名義（フリガナ） 

□ 公金受取口座を利用します。 

」 

「注意２参照」を「注意３参照」に、 

 

 

 

 

を 

に、 

を 

に、 
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に 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。 

           （担当者氏名）          ㊞ 

                               」 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。 

           （担当者氏名）            

                               」 

「 

２ 「申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次の要件に該当し、かつ、生計を一に

する子がいる場合に記載してください。 

（１）現に扶養する２０歳未満の児童との関係が、母又は父ではない。 

（２）婚姻によらないで母又は父となり、現に婚姻していない。 

※ 婚姻とは民法（明治２９年法律第８９号）上の婚姻をいう。 

３ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名

押印します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。 

」 

「 

２ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

（令和３年法律第３８号）第３条第１項、第４条第１項及び第５条第２項の規定による

登録に係る口座として、公金受取口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用します。」

のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「振込希望口座」欄に記載する必要はあり

ません。  

３ 「申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次の要件に該当し、かつ、生計を一に

する子がいる場合に記載してください。 

（１）現に扶養する２０歳未満の児童との関係が、母又は父ではない。 

（２）婚姻によらないで母又は父となり、現に婚姻していない。 

※ 婚姻とは民法（明治２９年法律第８９号）上の婚姻をいう。 

４ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名

します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。 

」

改める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和５年８月２３日から施行する。 

 

を 

に、 

を 
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綾部市告示第１７１号 

 

 綾部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱（平成２８年綾部

市告示第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和５年８月２３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第６条第１項中「給付金の額は、次の」を「通信制の場合の給付金の額は、次の」に改

め、同項第１号中「１０分の３」を「１０分の４」に改め、同号ただし書中「７万５千 

円」を「１０万円」に改め、同項第２号中「１０分の４」を「１０分の５」に改め、同号

ただし書中「１０万円」を「１２万５千円」に改め、同項第３号中「１０分の４」を 

「１０分の１」に改める。 

第６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 通学又は通学及び通信制併用の場合の給付金の額は、次のとおりとする。 

（１）受講開始時給付金の額は、対象講座の受講開始に要した費用に１０分の４を乗じて

得た額とする。ただし、当該額が２０万円を超える場合の支給額は２０万円とし、 

４千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。 

（２）受講修了時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の５を乗

じて得た額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いて得た額とする。ただ

し、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が２５万円を超える場合、受講開

始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は２５万円とし、４千円を超えない場

合は、受講修了時給付金の支給は行わないものとする。 

（３）合格時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の１を乗じて

得た額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合

計額が３０万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付

金の支給額の合計は３０万円とする。 

様式第１号（表面）中 

「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に改め、

「また、この制度に係る交付要件の確認のため必要なときは、綾部市が私及び私の世帯の

所得状況等の個人情報について確認することに同意します。」を削り、 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。  

            （担当者氏名）            ㊞  

                                   」 

 

 

を 
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を

に 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。  

            （担当者氏名）               

                                   」 

「 

 

」 

「 

 

」 

改め、同様式（裏面）を次のように改める。 

（備考）                                                                   

（備考）受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合はその旨を記載すること。 

に、 
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（裏面）  
（注意）  

１ 支給の対象となるのは、指定受講講座について支払う入学料及び受講料（希望により

行われる講座や希望により提供される教材等に要する費用を除きます。以下同じ。）です。 
２ 支給額は、次のとおりです。  
（１）受講開始時給付金の額は、対象講座の受講開始に要した費用に１０分の４を乗じて

得た額とします。ただし、受講方法が通信制の場合は１０万円、受講方法が通学の場

合又は通学及び通信制を併用する場合は２０万円が限度になります。 

（２）受講修了時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の５を乗

じて得た額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いて得た額です。ただ 

し、受講方法が通信制の場合は、受講開始時給付金と併せて１２万５千円、受講方法

が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は２５万円が限度になります。 

（３）合格時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の１を乗じて

得た額とします。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて、受講方

法が通信制の場合は１５万円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する

場合は３０万円が限度になります。 

３ 指定申請書に記載された受講開始日や所要費用（予定）については、受講施設に確認

した内容で通知します。  
４ 免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目、過去

に高卒認定試験で一部科目に合格している科目等です。  
５ 所要費用については、標準的な金額であり、受講開始後又は受講修了後に受講施設よ

り証明された金額に基づき支給額を算定することとなります。  
６ 受講対象講座の指定後、受講を取りやめた場合、受講の中途でやめた場合は、綾部市

にその旨を報告してください。  
７ 本事業の給付金の支給を受ける際には、改めて「綾部市ひとり親家庭高等学校卒業程

度認定試験合格支援事業給付金支給申請書（様式第３号）」に添付書類を添えて支給申

請手続を行うことが必要です。  
８ 「申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次の要件に該当し、かつ、生計を一に

する子がいる場合に記載してください。 

（１）現に扶養する２０歳未満の児童との関係が、母又は父ではない。 

（２）婚姻（※）によらないで母又は父となり、現に婚姻（※）をしていない。（（※）

民法（明治２９年法律第８９号）上の婚姻をいう。） 

９ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名

します。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。  
（添付書類）  

１ 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本  
２ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合）又

は申請者の前年（１月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額並び

に扶養親族等の有無及び数並びに所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人

控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長（特

別区の区長を含む。）の証明書（同法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限

る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる所得

証明書等の書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証

明書を含む。）  
３ その他市長が必要と認める書類  
                                         

同 意 書  
綾部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座の指定のた

め、私及び私の世帯の課税状況について、綾部市が確認することについて同意します。  
 

住 所  
氏 名          ○印  
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 様式第２号（裏面）中 

「 

２ 受講開始時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用に１０分の３を乗じて得た額 
とします。ただし、当該額が７万５千円を超える場合の支給額は７万５千円とし、４千 
円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとします。受講修了時給付 
金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の４を乗じて得た額から受講 
開始時給付金として支給した額を差し引いて得た額です。ただし、受講開始時給付金と を  
受講修了時給付金の合計は１０万円とし、４千円を超えない場合は、受講修了時給付金 
の支給は行わないものとします。合格時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の 
合計額に１０分の４を乗じて得た額とします。ただし、受講開始時給付金、受講修了時 
給付金及び合格時給付金の合計額が１５万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修 
了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は１５万円とします。 
                                        」 

「 
２ 支給額は、次のとおりです。 
（１）受講開始時給付金の額は、対象講座の受講開始に要した費用に１０分の４を乗じて 

得た額とします。ただし、受講方法が通信制の場合は１０万円、受講方法が通学の場 

合又は通学及び通信制を併用する場合は２０万円が限度になります。 
（２）受講修了時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の５を乗 

じて得た額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いて得た額です。ただし、 に、 

受講方法が通信制の場合は、受講開始時給付金と併せて１２万５千円、受講方法が通 

学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は２５万円が限度になります。 

（３）合格時給付金の額は、対象講座の受講に要した費用の合計額に１０分の１を乗じて 
得た額とします。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて、受講方 

法が通信制の場合は１５万円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併 

用する場合は３０万円が限度になります。 

                                       」 
「受講修了後」を「受講開始後又は受講修了後」に改める。 
 様式第３号（表面）中 
「申請者氏名          ○印 」を「申請者氏名           」に改め、

「。また、この制度に係る交付要件の確認のため必要なときは、綾部市が私及び私の世帯

の所得状況等の個人情報について確認することに同意します」を削り、「注５」を「注 

６」に、 

「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。  

            （担当者氏名）            ㊞ 

                                 」 

 

 

を 
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「 

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。  

            （担当者氏名）             

                                 」 

（裏面）を次のように改める。

に改め、同様式 
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（裏面） 
（注意） 

１ 受講開始時給付金の支給申請期間は、受講開始日から起算して３０日以内です。 
２ 受講修了時給付金の支給申請期間は、受講修了日から起算して３０日以内です。 
３ 合格時給付金の支給申請期間は、合格証書に記載されている日付から起算して４０日以内です。 
４ 合格時給付金の支給申請における所要費用については、受講修了時給付金の算定基礎となった入学料及び受
講料を記入してください。 

５ 免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目、過去に高卒認定試験で一部
科目に合格している科目等です。 

６ 「申請者と生計を一にする子の氏名等」欄は、次の要件に該当し、かつ、生計を一にする子がいる場合に 
記載してください。 

（１）現に扶養する２０歳未満の児童との関係が、母又は父ではない。 
（２）婚姻（※）によらないで母又は父となり、現に婚姻（※）をしていない。（（※）民法（明治２９年法律

第８９号）上の婚姻をいう。） 
７ 「児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、記名します。その場合、児
童扶養手当証書を添付する必要はありません。 
（添付書類） 

１ 受講開始時給付金の場合 
（１）申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本 
（２）申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合）又は申請者の前年（１

月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税
法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び
数についての市町村長（特別区の区長を含む。）の証明書（同法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満
の者に限る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該
控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

（３）受講施設の長が、その施設の認定基準に基づいて、受講者の受講の開始を許可する受講開始証明書 
（４）受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書 
（５）その他市長が必要と認める書類 
２ 受講修了時給付金の場合 
（１）申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本 
（２）申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合）又は申請者の前年（１

月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税
法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び
数についての市町村長（特別区の区長を含む。）の証明書（同法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満
の者に限る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該
控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

（３）申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５
号）第４条第２項第３号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。）であるときは、当該ひとり
親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額（１月から７月
までの間に申請する場合には、前々年の額とする。）を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類 

（４）受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書 
（５）受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書 
（６）その他市長が必要と認める書類 
３ 合格時給付金の場合 
（１）申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本 
（２）申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合）又は申請者の前年（１

月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税
法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び
数についての市町村長（特別区の区長を含む。）の証明書（同法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満
の者に限る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該
控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

（３）申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５
号）第４条第２項第３号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。）であるときは、当該ひとり
親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額（１月から７月
までの間に申請する場合には、前々年の額とする。）を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類 

（４）文部科学省が発行する合格証書の写し 
（５）その他市長が必要と認める書類 
                                                   

同 意 書 
綾部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給決定のため、私及び私の世帯の課税

状況について、綾部市が確認することについて同意します。 
 

住 所 
氏 名          ○印  
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   附 則 

 この告示は、令和５年８月２３日から施行する。 
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綾部市告示第１７８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条の規定に基づき、令和５年９月 

４日綾部市議会定例会を綾部市に招集する。 

 

  令和５年８月２８日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  
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綾部市告示第１７９号 
 
あやべ応援寄附金（ふるさと納税）事業に係る指定納付受託者を指定しましたので、綾

部市会計規則（昭和５７年４月１日綾部市規則第２号）第３２条第２項の規定に基づき告

示する。 
 
  令和５年９月１日 
 
                        綾部市長 山 崎 善 也 

 
１  指定納付受託者の名称及び所在地 

名   称 所  在  地 
株式会社 JR 東日本ネットステーション 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-11  

アグリスクエア新宿４階 
 

２  歳入の種類 
   寄附金 
 

 ３  指定日 
    令和５年９月１日 
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綾部市公告第８６号 

 

 綾部市職員採用試験を次により実施します。 

   

  令和５年８月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 令和５年度綾部市職員採用試験を、別紙要項のとおり実施します。 

２ 本試験の合格者は、「令和５年度・令和６年度綾部市職員採用候補者名

簿」に登載し、第３次試験合格発表以後必要に応じ採用します。 
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（ １ ） 人権意識の高い人間性豊かな職員 

（ ２ ） 市民から 信頼さ れる職員 

（ ３ ） 組織を活性化し 、 積極的に自己啓発に取り 組む職員 

（ ４ ） 時代の変化に対応でき る職員 
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綾部市役所 

公　告

49



 

■問い合わせ先■ 

〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  

京都府綾部市若竹町８ 番地の１  

綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 

          ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  
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■募 集 職 種    

 

事務職員・ 事務職員（ デジタ ル人材）・ 保育士・ 社会福祉士・  

管理栄養士・ 作業療法士・ 保健師・ 土木技師・ 建築技師・  

電気技師・ 消防職員・ 天文技師 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 受 付 期 間   

 

令和５ 年８ 月４ 日（ 金） ～令和５ 年９ 月１ ５ 日（ 金）  
＊持参の場合： 土曜日・ 日曜日・ 休日を除きます。  

       受付時間は午前８ 時３ ０ 分～午後５ 時１ ５ 分です。  

 

 

 

■ 申 込 に つ い て  
 

≪申込書の入手方法≫ 

エント リ ーシート は、 市役所職員課にて配布し ています。  

綾部市ホームページ（ h ttp ://w w w .city.a ya b e.lg .jp /） から ダウンロード 可能です。  

≪申込方法≫ 

エント リ ーシート を 綾部市役所職員課まで提出または郵送し てく ださ い。郵送の場合

は、 必ず簡易書留郵便と し 、 表に「 採用試験申込書在中」 と 朱書し てく ださ い。   

＊イ ンタ ーネッ ト （ 電子メ ール） での申込受付は行っ ており ません。  

 

 

 

 

 

 

（ １ ） 人権意識の高い人間性豊かな職員 

（ ２ ） 市民から 信頼さ れる職員 

（ ３ ） 組織を 活性化し 、 積極的に自己啓発に取り 組む職員 

（ ４ ） 時代の変化に対応でき る職員 

～綾部市の求める人物像～ 
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（ １ ） 人権意識の高い人間性豊かな職員 

（ ２ ） 市民から 信頼さ れる職員 

（ ３ ） 組織を活性化し 、 積極的に自己啓発に取り 組む職員 

（ ４ ） 時代の変化に対応でき る職員 
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■問い合わせ先■ 
〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  
京都府綾部市若竹町８ 番地の１  
綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 
       ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  
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綾部市公告第８７号 

 

市民プール改修事業、市民プール改修工事に係る入札参加資格について、次のとおり

お知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子

入札による公募型指名競争入札とします。 

 

令和５年８月７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０５ ５２号 

（２）工 事 名  市民プール改修工事 

 （３）工事場所  綾部市大島町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、市民プールの老朽化に伴い大規模改修を行うものです。

車両の通行においては、学校敷地内を通行するため、作業時間、進

入路等の制約もあり、児童への安全確保や環境対策には万全の配慮

が必要です。 

 （５）工事概要  プールろ過設備改修 ３基 

          プールろ過配管改修 ５０ｍプール埋設配管 

          プール改修 防水改修（プールサイド共） 一式 

          管理棟改修 レイアウト変更 

          トイレ改修 和式便器を洋式便器に改修 ４か所 

          更衣室棟改修 照明器具、換気設備設置 一式 

          プール施設出入口改修 一式 

 （６）予定工期  令和５年９月１２日から 

令和６年３月３１日まで（２０２日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に建築工事のＡ等級で

登録されており、令和５年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又は市が締結する契

約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を建築工事について受けてい

るものであること。 

（４）令和５年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、建築工事の総合評点が
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７５０点以上であること。 

（５）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていないこ

と。 

（６）請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の建築

工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）建築工事に係る技術者を、監理技術者として工事現場に専任で配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、監理技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるこ

と。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名競争入札参加

申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者にはなれません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格」には、それぞれ配置予

定者について記載することとし、監理技術者の法令による免許欄には、２（７）

に該当する技術資格を記載し、資料として技術者証の写しを添付すること。 

   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 
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   ①期間  令和５年８月７日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１，３５０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和５年８月１７日（木）午前９時から午後６時まで 

       令和５年８月１８日（金）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で８月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和５年８月下旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

①  期間  令和５年８月２４日（木）から 

        令和５年８月２５日（金）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和５年８月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ

ん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和５年９月１日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月４日（月）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は９月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、９月４日の午前９時から正午までと午後１時か
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ら午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和５年９月５日（火）午前９時５０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者が、他の工事の受注等により配置できない
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と認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                          
 
２ 工 事 名                          
 
３ 場  所                          
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名             ㊞  

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  
 

   工事番号   

   工 事 名   
   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  
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綾部市公告第８８号 
 

防災基盤整備事業、志賀郷町防火水槽新設工事に係る入札参加資格について、次のと

おりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札

は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和５年８月７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０５ ５０号 
（２）工 事 名   志賀郷町防火水槽新設工事 

（３）工事場所   綾部市志賀郷町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   鉄筋コンクリート組立式防火水槽新設（有蓋４０㎥） 

Ｎ＝１基 
（５）予定工期   令和５年９月１２日から 
          令和６年１月 ９日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和５年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和５年８月７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は６００円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和５年８月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和５年８月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で８月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和５年８月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和５年８月２４日（木）から 
     令和５年８月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和５年８月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和５年９月１日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月４日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は９月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、９月４日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和５年９月５日（火）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第８９号 
 

渕垣グラウンド改修事業、渕垣グラウンド夜間照明改修工事に係る入札参加資格につ

いて、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、こ

の工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和５年８月７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０５ ５３号 
（２）工 事 名   渕垣グラウンド夜間照明改修工事 

（３）工事場所   綾部市渕垣町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   ＬＥＤ投光器へ取替 ４０個 

殺虫機取替 ６台 
コイン式自動点灯盤からプレイングタイマーへ取替 １台 

（５）予定工期   令和５年９月１２日から 
          令和６年１月 ９日まで（１２０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級

又はＢ等級で登録されており、令和５年４月１日以降継続して綾部市内に本店

を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参

加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提
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出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和５年８月７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和５年８月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和５年８月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で８月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和５年８月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和５年８月２４日（木）から 
     令和５年８月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和５年８月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ
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ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和５年９月１日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月４日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出９月１日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時までと、９月４日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和５年９月５日（火）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

   （取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０５ ５３号 

渕垣グラウンド夜間照明改修工事 
１ 本案件 

第５０５ ５４号 

綾部市立病院無停電電源装置改修工事 
２  

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第９０号 
 

綾部市立病院無停電電源装置改修事業、綾部市立病院無停電電源装置改修工事に係る

入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してく

ださい。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和５年８月７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０５ ５４号 
（２）工 事 名   綾部市立病院無停電電源装置改修工事 

（３）工事場所   綾部市青野町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   無停電電源装置改修 一式 
（５）予定工期   令和５年９月１２日から 
          令和６年３月 ９日まで（１８０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級

又はＢ等級で登録されており、令和５年４月１日以降継続して綾部市内に本店

を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参

加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和５年８月７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１９０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和５年８月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和５年８月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で８月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和５年８月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和５年８月２４日（木）から 
     令和５年８月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和５年８月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和５年９月１日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月４日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出９月１日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時までと、９月４日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和５年９月５日（火）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

   （取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０５ ５３号 

渕垣グラウンド夜間照明改修工事 
１  

第５０５ ５４号 

綾部市立病院無停電電源装置改修工事 
２  本案件 

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    

公　告

93



様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 

公　告

96



 

公　告

97



綾部市公告第９１号  

 

旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。  

 

令和５年８月１５日  

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

 

１ 縦覧場所   綾部市農業委員会事務局  

 

２ 縦覧期間   令和５年８月１５日から令和５年８月３１日まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）  

 

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで  
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綾部市公告第９２号 

 

 あやべ球場スコアボード改修事業に関する公募型プロポーザルの実施について、次のと

おりお知らせしますので、参加希望者は参加申込書等を提出してください。 

 

  令和５年８月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

あやべ球場スコアボード改修事業について、委託業者の選定にあたり別添「あやべ球

場スコアボード改修事業公募型プロポーザル実施要項」に基づき実施します。 
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あやべ球場スコアボード改修事業 

 

公募型プロポーザル実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

 

 綾部市定住交流部 文化・スポーツ振興課 
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あやべ球場スコアボード改修事業 

公募型プロポーザル実施要項 

 

 

 この要項は、あやべ球場スコアボード改修事業（設計・施工）の受注事業者を公募型プロポ

ーザル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

１．目的 

   あやべ球場は、平成１２年のオープン以来、スポーツ少年団、中学校及び高等学校の部

活動、また社会人やシニアなど、多くの方に野球のすばらしさを実感できる身近な施設と

して活用されてきた。しかし、現在は施設全体で老朽化が進んでおり、中でもスコアボー

ドは、老朽化による不具合が著しく、早期の改修が必要な状況である。 

   改修にあたり、野球に関するノウハウや野球場設備への確かな設計・施工技術を取り入

れ、予定期間内に改修を完了することを目指す。 

   設計・施工にあたっては、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公

認野球規則及びその他関連する基準に従い、安全かつ適正に工事を完了するために、本プ

ロポーザルを実施し、設計・施工業者の候補者を決定することを目的とする。 

 

２．一般項目 

 （１）事 業 名    あやべ球場スコアボード改修事業 

 （２）発 注 者    綾部市 

 （３）選定方法   あやべ球場スコアボード改修事業公募型プロポーザル選定委員会で選定

する。 

 （４）事業内容 

  ア 施工場所  綾部市上杉町大宝山１０番地 あやべ球場 

  イ 工  期    契約締結日の翌日から令和６年６月３０日 

          なお、現場作業は発注者と調整の上、着手すること。 

          令和６年６月３０日までに総合運転調整の完了及び操作説明会を実施す

ること。 

  ウ 事業概要  ①事業に係るすべての測量及び実施設計 

           （詳細図面の作成、構造計算含む） 

          ②野球場スコアボード改修工事 

           （実施設計完了後、発注者の確認を得ること） 

          ③設計管理及び工事監理 

  エ 施工条件   別紙「スコアボード仕様書」を満たすもの。 

  オ 事業上限額 ２６０，０００，０００円（消費税相当額含む） 

  カ 各年度の支払い予定額は次のとおり 
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年 度 支払い予定額（税込） 

令和５年度    ４，７３９千円（設計業務相当分） 

令和６年度  ２５５，２６１千円 

合 計  ２６０，０００千円 

 

３．参加申込者の資格要件 

   次に揚げる要件をすべて満たすもの。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しないこと。 

 （２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）に基づく更生手続開始の申立て、若しくは破産法（平成１６年法律第７５号）に

基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

 （３）この告示をした日の前日において、建設業法（昭和２４年法律１００号）第２７条の

２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。 

 （４）綾部市の指名停止又は市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 

 （５）過去１０年間に屋外野球場の大型映像装置（発光ダイオード LED などを用いて情報を

発信するための装置）の製作および設置工事の完了実績（以下、「工事実績」）を有す

る者。（公共機関から発注された工事を元請し、平成２２年４月１日から公告日の前

日までに竣工した工事が工事実績として該当する。） 

 （６）綾部市暴力団排除条例第２条第３号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定

する使用人が、同条第２号に規定する暴力団員に該当しないこと 

 

４．参加方法 

   本プロポーザル参加申込者は、次の書類を提出すること。 提出方法は持参又は郵送に

よる。 

※持参による場合は、平日の午前８時３０分から午後５時までとする。 

※郵送による場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。なお、郵送により提

出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

提出期限：令和５年９月２２日（金）午後５時まで 

 （１）参加申込書       ・・・・（様式１）  正本１部 

 （２）誓約書         ・・・・（様式２）  正本１部 

 （３）会社概要        ・・・・（様式３） 

 （４）同種製品の施工実績   ・・・・（様式４） 

 （５）実施体制        ・・・・（様式５） 

 （６）予定技術者調書     ・・・・（様式６） 

 （７）工事費内訳書      ・・・・（様式７） 

 （８）提案書         ・・・・（様式８－１・８－２） 

 （９）提案書の参考資料    ・・・・（様式任意） 

 （10）工程計画書       ・・・・（様式任意） 

 

公　告

102



3  

  上記（３）から（１０）の提出にあたり、次のアからオに従う事。 

  ア （３）から（１０）を１冊として、原本１部、写しを１０部、合計１１部を提出する

こと。 

    様式内の注意事項に沿って記載すること。  

  イ 下記①から④の内容については提案書（様式８－２）に必ず記入すること。 

     ①機器仕様及び機能拡張について 

     ②操作性について 

     ③維持管理計画について 

     ④自由提案について 

      ※別紙「スコアボード仕様書」記載内容は実施すること。 

  ウ 参考資料は添付可とする。 

  エ 提案事項の目的と効果が明確となるように記載すること。 

  オ 提案書等の提出後の修正、差し替え、再提出又は撤回することは認めない。但し、審

査の過程において、市がこれらの書類の明瞭化を行うことがある。 

 

５.一次審査及び二次審査の概要 

 一次審査 

 （１）選定方法 

    参加者が４者以上あった場合、本事業に関する公募型プロポーザル選定委員会（以下

「委員会」という。）において、提出書類を基に書類審査を行い、上位３者を選定し、

第一次審査通過者とする。 

 （２）審査基準 

   ①審査項目・配点 

項   目 配 点 

① 会社概要 １０点 

② 業務実績・業務遂行能力 １０点 
③ 業務を行うものの資格、経歴及び実績 １０点 
④ 機器仕様及び機能拡張、操作性、維持管理計画の内容 １０点 
⑤ 業務の全体フロー、スケジュールの適格性 １０点 
⑥ 実施体制に綾部市内業者を活用している。 １０点 

合   計 ６０点 
 

②審査項目ごとの採点基準 

配 点 
特に優れ

て い る 

優 れ て 

い  る 
普 通 やや劣る 劣 る 

１０点 １０ ８ ６ ４ ２ 

 

 （３）審査結果の通知 

    審査結果は、各参加者に対して文書で通知する。また、第一次審査通過者には、別途

プレゼンテーション等の日程及び要領について通知するものとする。 
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    なお、参加者が４者未満のため、一次審査を行わなかった場合もその旨通知する。 

     ＊通知予定日：令和５年１０月６日（金） 

 

 第二次審査 

 （１）選定方法 

    一次審査通過者（参加者が４者未満の場合は参加者）の中から、提出書類に記載され

た内容に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、委員会において審査し、最

高得点を得たものを優先交渉権者として選定する。 

 （２）一次審査通過者及び参加者が１者になった場合でも業者選定を実施するものとする。 

 （３）審査基準 

   ①審査項目・配点 

項   目 配 点 

① 設計・施工体制 

・設計、工事監理、施工体制が充実しているか 

・十分な実績を有する製品を使用しているか 

・適切な工程計画であるか 

・実施体制に綾部市内業者を活用しているか 

２０点 

② 機器仕様及び機能拡張 

・LED 表示部の仕様 

・規格及びデザイン性 

２０点 

③ 操作性 

・選手名入力、得点等の操作は容易か 

・操作内容のマニュアルが整備されているか 

２０点 

④維持管理計画 

・工事維持管理費低減のための提案はあるか。 

・維持管理費（消費電気量・定期点検費・部品交換費等）の経済性

は適切か 

・施設の耐用年数 

・障害発生時のサポート体制等、保守体制が充実しているか 

・品質保証及び性能保証について 

２０点 

⑤自由提案 

・効果を高める提案等 

・その他創意工夫 

・取組み意欲 

２０点 

⑥見積金額 １０点 

合   計 １１０点 

 

   ②審査項目ごとの採点基準 

配 点 
特に優れ

て い る 

優 れ て 

い  る 
普 通 やや劣る 劣 る 

２０点 ２０ １６ １２ ８ ４ 

１０点 １０ ８ ６ ４ ２ 
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 （４）審査結果の通知 

     審査結果は、各提案者に対して文書で通知する。 

      ＊通知予定日：令和５年１０月２４日（火） 

 

６．二次審査について（プレゼンテーション及びヒアリング） 

 （１）実施日：令和５年１０月１６日（月）予定 

    説明会の日時等は、参加申込書（様式１）の担当者に通知する。 

 （２）実施場所：綾部市役所（綾部市若竹町８番地の１） 

 （３）実施方法：提案者は、準備５分以内、説明２０分以内、質疑応答２０分以内、片付け

５分以内、合計５０分以内とする。 

 （４）説明は提出した提案書に記載された内容について行うものとし、提案書に書かれてい

ない内容の追加は認めない。 

 （５）説明にあたり、電源、プロジェクター１台(HDMI 又は D-SUB 接続)、スクリーン１

台、ＭＡＸＨＵＢ１台を使用することができる。プロジェクター、スクリーン以外の

必要な機材等は、原則として提案者で用意すること。 

 

７．審査結果の通知・公表 

 （１）審査結果は、提案者に通知する。 

 （２）結果通知の際、他の提案者の名称及び提案内容は公表しない。 

 （３）審査結果は、本市のホームページに公表する。 

 （４）審査結果に対する異議は申し立てることができない。 

 

８. 契約等 

 （１）優先交渉権者に選定された者と市の間で、業務内容等について再度調整を行った上で

協議が整った場合、業務の契約を行う。 

 （２）審査結果に基づき、優先交渉権者を契約交渉の相手方とする。交渉の結果、当該優先

交渉権者と契約が成立しなかった場合は、次点の者を契約交渉の相手方とする。 

 （３）契約金額が１億５千万円以上の場合は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によ

り、綾部市議会の議決を要するため、議会の議決までは仮契約を締結し、承認後本契

約に移行する。 

 （４）本事業の支払いは、綾部市会計規則によるものとする。 

 

９．参加資格の取消し 

  以下に該当した際には参加資格を取り消すものとする。 

 （１）提出書類に不備があるもの。 

 （２）提出書類に虚偽の記載をしたもの。 

 （３）提出書類が第３者の著作権、意匠権等を侵害しているもの。 

 （４）選定委員への説明会の開始時刻に間に合わなかったもの。 

 （５）「３．参加申込者の資格要件」を満たすことが出来なくなったもの。 
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 （６）その他不適切と判断したもの。 

 

１０．実施要項に対する質疑・回答 

   実施要項に対する質疑・回答を以下のとおりとする。 

    提出期限：令和５年８月２５日（金）午後５時まで 

    回答期限：令和５年８月３１日（木）午後５時まで 

 （１）質疑のある者は、質疑書（様式９）にその内容を簡潔に記載し、事務局の電子メール

アドレス宛に送信することとし、送信した旨の連絡を事務局に行うこと。なお、上記

の方法以外での問い合わせには応じないので留意のこと。 

 （２）回答は、市ホームページで公開することとし、口頭による個別対応は行わない。 

 （３）なお、回答は本要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 

 

１１．事業地の見学等 

      事業地の見学等については、要望に応じて対応する。 

   見学等を要望する者は、事務局へ事前に電話連絡をすること。 

   なお、見学等の具体的な手順等については、事務局が指示する。 

 

１２．スケジュール 

   令和５年 ８月１７日（木）：公募開始、質疑受付開始 

        ８月２５日（金）：質疑受付締切 午後５時まで 

        ８月３１日（木）：質疑回答予定 

                 ※内容により回答できない場合がある。 

        ９月２２日（金）：公募締切 午後５時まで（必着） 

       １０月 ６日（金）：一次審査結果通知 

       １０月１６日（月）：二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

       １０月２４日（火）： 最終審査結果の通知（優先交渉権者決定） 

       １１月上旬：優先交渉権者との協議 ・仮契約 

       １２月下旬：市議会１２月定例会承認後、本契約へ移行 

   令和６年６月３０日（日）：履行期限 

 

   ※上記日程は事情により変更する場合がある。 

 

１３．経費の負担 

   参加申込者が本プロポーザルに要した経費は、全て参加申込者の負担とする。 

 

１４．参加に当たっての留意事項 

   参加に当たっては、参加申込者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号）」に抵触する行為を行ってはならない。公正に手続きを執行

できないと認められる場合又はそのおそれがある場合、市は、当該参加者を参加手続きに
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参加させず又は参加手続きの執行を延期もしくは取り止めることがある。なお、不正な行

為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。 

   また、その他、市が必要と認めたときは、手続きを延期、中止、又は取り消すことがあ

る。 

  

 １５．その他 

 （１）市は、提案者の審査を行うのに必要な範囲において、提出書類を複写して使用するこ

とがある。 

 （２）提案書の著作権は、提案者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、市

は、必要な範囲において公表等を行うことができるものとする。契約に至らなかった

提案者の提出書類は、本提案審査の目的以外には使用しない。なお、提案書類は返却

しない。 

 （３）この事業の契約が成立するまでの間において、提案者が「９．参加資格の取消し」に

該当することとなった場合は、当該提案者と契約を締結しない。 

 （４）契約が成立した提案者の提案書等は、市が事業説明を行うため、データの提出を求

め、公表することがある。 

 （５）参加申請書提出以降に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、企画提案書提出期

限までに辞退届（様式１０）を提出すること。なお、これを理由に以降に不利益な取

り扱いを受けるものではない。 

 （６）事業の実施にあたり協力業者を選定する場合や資材及び機材の購入や借入等をする場

合は、綾部市内の業者を優先して活用するよう努めること。 

 （７）本プロポーザルにおいて、綾部市の要求を満たす提案がなかった場合、優先交渉権者

の選定は行わない。また、参加者が１者の場合であっても、本市の要求を満たす提案

であれば、その者を優先交渉権者として選定する。 

 

１６．事務局 

  （問い合わせ先） 

    綾部市役所定住交流部 文化・スポーツ振興課 

    〒６２３－８５０１ 

    京都府綾部市若竹町８番地の１ 

    電話   ０７７３－４２－４３５６ 

    ＦＡＸ ０７７３－４２－４４０６ 

    メール bunkasports@city.ayabe.lg.jp 
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別紙「スコアボード仕様書」 
 本仕様書は、本市が求めるスコアボードの標準的な仕様を示すものであり、記載仕様と同等も
しくはそれ以上の機能であること。その他部分の仕様は定めず、提案によることとする。 
 

１. スコアボード改修条件  

⑴  既存のスコアボードを改修し、LED スコアボードを設置すること。 
⑵  スコアボード LED 表示部は高輝度フルカラーLED とし、LED 部の延べ面積は 60 ㎡以上

のものとする。(画面数は問わない) 
⑶  既存スコアボード壁面の「綾部市章」、「塔時計」、「あやべ・日東精工スタジアム」は復元

し、設置位置については LED の表示バランスに合わせて提案すること。 
⑷  既存のサブスコアボードは解体撤去し、新規にサブスコアボードを設置すること。 
⑸  全ての操作は放送室にて遠隔操作が可能であること。 
⑹  工事に関してはライトスタンド側を進入路とし、外野フェンスの外側で作業を行い、通常

の球場の使⽤を妨げないこと。(スコアボード⾃体の使⽤は令和 6 年〜工事完了まで不可と
しています。) 

⑺  機器などの不具合や故障の場合に迅速に対応できる措置を講じること。 
 

  

２. スコアボード表示機能  

(1) LED 表示部 
①チーム名表示(得点表示部)：2 チーム、全角 3 文字以上表示可能 

(4 文字以上は⾃動圧縮表示) 
    ②各イニング得点表示：二桁表示対応 
    ③合計得点表示 
    ④ヒット数表示 
    ⑤エラー数表示 
    ⑥チーム名表示(オーダー表示部)  
    ⑦選手名表示 
    ⑧守備位置表示 
    ⑨試合経過時間の表示 
    ⑩球数表示 
    ⑪審判名表示 
 

(２) 判定表示灯：スコア表示に関係なく常時点灯可能とすること。 
    ①判定表示(BSO H E Fc) 
 
    (３) サブスコアボード 

①  BSO 表示 
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３. その他  
スコアボードの更新に伴うその他費⽤には以下の事項を含めるものとする。 

⑴ スコアボードの操作に必要な OA 機器 
⑵ 工事車両進入に伴う養生及び足場等の仮設費⽤ 
⑶ スコアボードの改修に伴うシーリングの打替え 
⑷ スコアボード塗装(手すり、階段など含む) 
⑸ 屋根の葺替え、確認申請等官公庁への手続き 
⑹ 光ファイバーの更新、適⽤電線・電線管への更新 
⑺ 音響設備の更新（スピーカー8 基・アンプ） 
⑻ 受変電設備の増設 
⑼ システム調整費 
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令和５年８月

綾部市定住交流部　文化・スポーツ振興課

提出様式集

あやべ球場スコアボード改修事業

公募型プロポーザル
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綾部市公告第９３号 
 

防災基盤整備事業、睦寄町水防倉庫新設工事に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は

電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和５年８月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０５ ５８号 
（２）工 事 名   睦寄町水防倉庫新設工事 

（３）工事場所   綾部市睦寄町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   水防倉庫新設 ３基 
（５）予定工期   令和５年 ９月２６日から 
          令和５年１２月２４日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和５年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和５年８月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１９０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和５年８月３１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和５年９月 １日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で８月３１日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和５年９月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和５年９月７日（木）から 
     令和５年９月８日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和５年９月１１日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和５年９月１５日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月１９日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は９月１５日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、９月１９日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和５年９月２０日（水）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

 
 

公　告

123



【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が８，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が８，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が８，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が８，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第９４号 
 

綾部市立病院医療ガス設備更新事業、綾部市立病院医療ガス設備更新工事に係る入札

参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してくださ

い。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和５年８月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０５ ６０号 
（２）工 事 名   綾部市立病院医療ガス設備更新工事 

（３）工事場所   綾部市青野町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   医療ガス設備更新 一式 

（５）予定工期   令和５年９月２６日から 
          令和６年３月２３日まで（１８０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和５年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で機械器具設置工事の

Ａ等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和５年４月１日以降継

続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停

止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）機械器具設置工事に係る綾部市発注工事で、令和４年１月１日から令和４年１

２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けて

いないこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 

公　告

127



   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和５年８月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和５年８月３１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和５年９月 １日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で８月３１日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和５年９月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和５年９月７日（木）から 
     令和５年９月８日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和５年９月１１日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和５年９月１５日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和５年９月１９日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出９月１５日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、９月１９日の午前９時から正午までと午後１

時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和５年９月２０日（水）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 機械器具設置工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 

公　告

135



公　告

136



綾部市公告第９５号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和５年８月２９日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告第９６号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和５年８月２９日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告第９７号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和５年８月２９日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告第９８号 

 

 綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置に関する公募型プロポーザルの実施につ

いて、次のとおりお知らせしますので、参加希望者は参加申請書等を提出してください。 

 

  令和５年８月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

上記について「綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業公募型プロポーザル

実施要領」に基づき実施します。 
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綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業 

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領  

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

綾部市市民環境部市民・国保課 
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１ 趣旨・目的 

この実施要領（以下「要領」という。）は、綾部市（以下「本市」という。）が発注す

る「綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業」に関し、公募型プロポーザル方

式により契約予定者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務内容  

（１）事業名称  

綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業 

（２）業務内容  

別紙「綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業仕様書」のとおり 

（３）設置（契約）期間 

令和６年１月１５日～令和１１年１月１４日 

※ 納入日時の詳細は事業者決定後、協議の上で本市が指定するものとする。 

 

３ 施設の概要 

（１）名称 綾部市役所   

（２）住所 京都府綾部市若竹町８番地の１ 

（３）利用時間  

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日・休日・１２月

２９日から１月３日を除く） 

木曜日は午後７時まで窓口延長（戸籍・国保関係の届出、各種証明書発行、市税な

どの納入のみ） 

 

４ 参加資格 

参加者は、次に揚げる資格要件をすべて満たしていること。 

なお、資格要件の確認基準日は本業務の募集開始日とするが、契約締結までの期間に資

格要件を欠くような事態が生じた場合は、契約締結は行わないものとする。 

（１）過去５年以内（平成 30年 4月 1日以降）に本業務と同様の業務を実施し、かつ、そ 

の実績を確認及び証明できる契約を有すること。なお、実績については、現在業務実施 

中のものも含むものとし、また、本社、支店又は営業所等を問わず、事業者全体として 

の実績を含むものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（３）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に

基づく更生手続開始の申立て、若しくは破産法（平成 16年法律第 75 号）に基づく破産

手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）国税及び本市市税を滞納していないこと。 
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（５）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（６）綾部市暴力団等排除措置要綱（平成 23年綾部市告示第 10号）別表に掲げる措置要件

のいずれかに該当しないこと。 

（７）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号）に抵触し

ないこと。 

 

５ 参加手続 

（１）担当部署及び問い合わせ先 

綾部市市民環境部市民・国保課 戸籍住民担当 大槻江美 

〒623-8501 京都府綾部市若竹町８番地の１   

TEL：0773-42-4245 

          FAX：0773-42-4406 

e-mail：siminkokuho@city.ayabe.lg.jp 

（２）募集要領等の配布 

  ア 配布期間：令和５年８月３０日～令和５年９月１５日 

        （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

  イ 配布方法：本市ホームページよりダウンロード 

（３）応募書類の提出期限、提出方法及び提出先 

  ア 提出期限：令和５年９月１５日（金）午後５時１５分【必着】 

  イ 提出方法：持参又は郵送 

※郵送の場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。なお、郵

送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

  ウ 提出先：上記（１）に同じ 

（４）企画提案書・価格提案書の提出期限、提出方法及び提出先 

ア 提出期限：令和５年９月２９日（金）午後５時１５分【必着】 

  イ 提出方法：持参又は郵送 

※郵送の場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。なお、郵

送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

  ウ 提出先：上記（１）に同じ 

 

６ 質疑・回答 

（１）受付期限：公募開始日から令和５年９月６日（水）午後５時１５分【必着】 

（２）提出方法：電子メールにより上記４（１）に送信 

※電子メール送信後、必ず電話にて受信確認を行うこと。 

（３）質疑様式：様式は自由 

ただし次の点に留意すること。 

公　告

143

mailto:siminkokuho@city.ayabe.lg.jp


        ア 件名は「綾部市公募型プロポーザル方式に関する質問（事業者名）」

とする。 

        イ 質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話番号、FAX番号及び電子

メールアドレスを記載すること。 

（４）回答日：令和５年９月８日 

（５）回答方法：市ホームページに掲載（質問がない場合は掲載しない。） 

個別に回答はしない。また、ホームページに掲載した回答に対する再質問

の受付は行わない。 

 

７ 応募書類 

 提 出 書 類 提出部数 
１ 参加申請書【様式１】 正本１ 

２ 業務実施体制書【様式２】 正本１・副本７ 

３ 企業概要書【様式３】 正本１・副本７ 

４ 業務実績書【様式４】 正本１・副本７ 

５ 印鑑証明書（法人の代表者印鑑証明書） 正本１ 

６ 財務諸表 正本１ 

７ 登記簿謄本 正本１ 

８ 納税証明書 正本１ 

※ 各証明書は発行後３か月以内のものに限り有効とする。 

 

８ 企画提案書・価格提案書（見積書） 

（１）企画提案書 

ア 名称 綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業 

  イ 企画提案書作成上の注意 

① 原則としてＡ４版で作成（図表等は除く） 

② 表紙及び目次の添付 

③ 企画提案者の名称は表紙のみに記載しこれを正本とする。副本には記載しない。 

④ 各ページには通し番号を付す（表紙及び目次は除く） 

⑤ 提出部数８部（正本１部、副本７部 ） 

  

ウ 企画提案書の記載項目 

① 番号発券機システムに関すること 

② 広告・行政情報表示システムに関すること 

③ 機器の設置、保守管理体制等に関すること 

④ 広告の募集に関すること 
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⑤ 市民サービス向上に向けた創意工夫 

⑥ 過去に取扱った類似業務 

⑦ 事業運営する上での収支見通し 

 

（２）価格提案書（見積書） 

ア 記入金額は月額広告料（税抜き）を記載 

イ 契約金額には別途消費税を加算するが、税法改正により消費税等の税率が変動し

た場合には、当該改正税法施行日以降における消費税等相当額は変動後の税率によ

り計算した額とする。 

ウ 番号案内システムに係る電気料相当額については、徴収しないため月額広告料に

は含めない。 

 

９ 提出書類の取扱い 

（１）選考を行う作業に必要な範囲において複製を行うことがある。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

（４）企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第 

三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

10 選定方法 

提出書類に記載された内容に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、「綾部市

役所広告付き窓口番号案内システム設置事業者選定委員会」において審査し、最高得点を得

たものを優先交渉権者として選定する。 

（１）審査基準 

ア 審査項目・配点 

審 査 項 目 配 点 

業務実施体制 

（３０点） 

企業概要、業務実績 １０点 

業務実施体制、業務遂行能力 １０点 

プレゼンテーションにおける取組姿勢、コミュ

ニケーション能力 
１０点 

企画提案内容 

（７０点） 

システム等の仕様 １５点 

広告掲載の考え方 １５点 

行政情報運用の支援体制 １５点 

保守、緊急時対応 １５点 

価格提案（見積書） １０点 

合 計 １００点 
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イ 審査項目ごとの採点基準 

配 点 特に優れ 

ている 

優れて 

いる 

普 通 やや劣る 劣 る 

１５点 １５ １２  ９   ６  ３ 

１０点 １０   ８   ６   ４   ２ 

 

11 企画提案の無効に関する事項 

次の一つに該当するときは、企画提案は無効とする。 

（１）企画提案に参加する資格のない者が企画提案したとき。 

（２）所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

（３）２以上の企画提案をしたとき。 

（４）正常な企画提案の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者、又はなした者が企画 

提案したとき。 

（５）その他、指示した事項及び企画提案に関する条件を違反したとき。 

 

12 企画提案会（プレゼンテーション） 

（１） 開催日時：令和５年１０月１３日（金）午後（予定） 

※開催日時詳細については、指名通知に記載する。 

（２） 会場：京都府綾部市若竹町８番地の１ 

綾部市役所 まちづくりセンター第１会議室 

（３）実施方法 

ア 説明時間は参加者ごとに約１時間 

① 機器等の設置準備（１５分） 

② 企画提案書等の説明・プレゼンテーション（２０分） 

③ 質疑応答・ヒアリング（１０分） 

④ 機器等の撤収（１５分） 

イ 提案説明の際、プロジェクタの使用は可能。スクリーンは本市で用意する。パソコ

ン、プロジェクタ等は各参加者で準備すること。 

ウ 参加者は３人以内とする。 

エ プレゼンテーションにおいては、審査基準の評価項目ごとに採点するため、各項目

順に提案説明を行うこと。 

 

13 選定結果 

選定結果は決定後、速やかにすべての参加者に通知（本市ホームページにも掲載する。） 
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14 設置予定事業者決定の取り消し 

次のいずれかに該当する場合は決定を取り消す。 

（１）正当な理由なくして、指定する期日までに契約手続きに応じなかった場合 

（２）設置予定事業者が応募者の資格を失った場合 

（３）その他設置予定事業者が契約の相手方として不適当と認められる場合 

 

15 その他 

（１）参加申請書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。  

（２）企画提案書及び価格提案書（見積書）については、１者につき１提案に限る。 

（３）参加申請書の提出後、企画提案書及び価格提案書（見積書）の差替、訂正、再提出す

ることはできない。ただし、本市から指示があった場合を除く。 

（４）参加申請書の提出後、本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあ

る。 

（５）提出書類の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する経費は、応募

者又は提案者の負担とする。 

（６）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行うが、提出書類は、公平性、透明性

及び客観性を期するため、公表することがある。 

（７）書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。 

（８）設置予定事業者決定後において、この要領等の内容について、不明又は錯誤を理由に

異議を申し立てることはできない。 

（９）電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 
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綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業仕様書 
以下「綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業」に係る仕様について定める。 
 
１．番号カード発券機 
（１）印刷方式はオートローディング方式であること。 
（２）印刷速度は１４０ｍｍ/秒程度であること。 
（３）タッチパネル画面が８インチ程度でありタッチ画面とプリンターが一体型であるこ

と。 
（４）最大２５業務まで対応していること。 
（５）２階層まで画面展開できること。 
（６）各業務の待ち人数が表示できること。 
（７）日本語以外に英語、中国語及びベトナム語に対応し、日本語を含めた４か国を選択し

表示できること。 
（８）発券する番号札は、同じ番号を連続して２枚発券することができ、ミシン目で切り離

しができること。 
（９）安全に配慮しプリンター部分にカッターがないこと。 
 
２． 個別表示器 
（１）LED の表示であること。 
（２）各窓口のカウンター上に、設置用のポール等を用いて設置できること。 
（３）表面に呼出番号が表示でき４桁まで対応していること。 
（４）裏面に待ち人数及び待ち時間が表示されること。 
（５）表面の呼出番号は白色、裏面の待ち人数及び待ち時間は赤色、緑色、橙色の３色か

ら選択し表示できること。 
（６）裏面は待ち人数何人以上又は待ち時間何分以上など、任意の人数、時間になったと

きに数字を点滅させることができること。 
（７）カウンターのお客様に配慮し、表示器から音声は出さず、別途スピーカーを用意し 

音声を出すこと。 
（８）日本語、英語、中国語及びベトナム語の呼び出し音声ができること。 
 
３．受付用呼出操作機 
（１）順番呼び出し、再呼び出し、取り消し、任意呼び出し、優先呼び出し、保留、保留 

呼び出し、転送及び呼出しパターンの設定ができること。 
（２）操作方法はタッチ式でタッチパネル画面が７インチ程度あること。 
（３）有線 LAN コネクタを標準装備しており有線 LAN 接続ができること。 
（４）バッテリーの経年劣化のトラブルを回避するためバッテリー非搭載であること。 
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（５）業務毎の待ち人数及び待ち時間が表示できること。 
 
４．管理用パソコン 
（１）執務室内に１９インチ程度のディスプレイと小型のデスクトップ型パソコンを設置 

し帳票の閲覧やシステムの編集ができること。 
（２）曜日毎、時間帯毎、窓口毎、業務毎に受付件数、待ち時間、処理時間の集計（平均値・ 

最大値・最小値）を週次及び月次、年次で行うことができること。 
（３）出力形式は CSV、EXCEL、PDF、HTML に対応していること。 
 
5. 行政情報・広告放映モニター 

（１）行政情報について市から提供したデータをもとに編集し、広告と組み合わせて放映で

きること。放映する映像はあらかじめ市の審査を受けること。 
（２）スピーカー機能を有し、適切な音声案内ができること。 
（３）モニターサイズは４３インチから５０インチ程度とし、タイマーによる電源の入切  

ができ、表示内容の自動再生ができること。 
（４）天井吊りを基本とするが、設置方法等については別途発注者と協議の上決定するこ

と。 

（５）広告主、広告の内容等は、綾部市印刷物等広告掲載要綱第４条に準ずる。 
 

６．各機器の数量等 

（１）番号カード発券機…１台 
（２）個別表示器…４台 
（３）受付用呼出操作機…５台 
（４）管理用パソコン…１台 
（５）行政情報・広告放映モニター…３台 
 

７．各機器の設置場所等 

  各機器の設置場所については、別紙のとおりとする。具体的な設置箇所については発 

注者と協議の上決定すること。 

 

８．その他 

（１）契約金額には、配送、納品及び設置等に要するすべての費用を含むこと。 
（２）契約期間中は、設置された機器等の保証、修理、部品提供等を速やかに行い得る体制

があること。 
（３）上記機器以外に必要となるケーブル、付属機器等については、全て受注者において準

備すること。 
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（４）納品に当たっては、養生等を施し、納入物品、建物等に傷をつけないこと。また 
納品時に発生した梱包材等は、受注者の負担にて、全て持ち帰ること。 

（５）機器等の納入に関連し、受注者の責めに帰すべき事項による一切の事故、障害、設置

等の破損等については、当局の指示に従い、当該設備の修理、修復及び交換等を速やか

に無償にて行うこと。 
（６）発券機及び各種ディスプレイ等機器の配線や設置方法、設置日程については、契     

約締結後に、発注者と事前に協議すること。 
（７）納品の際に各機器の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを

提供し、操作説明を十分に行うこと。 
（８）システムの運用に伴い必要なロール紙等の消耗品については、適宜必要数納品するこ

と。 
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【様式１】 

 参 加 申 請 書  
                      令和  年  月  日  

綾部市長 山 崎 善 也 様 

 

 住 所 

 商号又は名称 

代 表 者 名              印 

 

「綾部市役所広告付き窓口番号案内システム設置事業」に関する公募型プロポーザ

ルによる選定について、下記の書類を添えて、参加を申請します。 

なお、当該業務に係る参加資格要件に該当する者であること及び提出書類の内容に

ついて事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

  
 提 出 書 類 提出部数 

１ 参加申請書【様式１】 正本１ 

２ 業務実施体制書【様式２】 正本１・副本７ 

３ 企業概要書【様式３】 正本１・副本７ 

４ 業務実績書【様式４】 正本１・副本７ 

５ 印鑑証明書（法人の代表者印鑑証明書） 正本１ 

６ 財務諸表 正本１ 

７ 登記簿謄本 正本１ 

８ 納税証明書 正本１ 

  
 

≪本業務のプロポーザルに係る部署・担当者の連絡先≫ 

部 署 名  
担 当 者 氏 名  
電 話 番 号  
F A X 番 号  
E－mail アドレス  

        

公　告
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【様式２】 

 業 務 実 施 体 制 書  

 

商号又は名称  

①総括管理者 

氏  名  

役職・年齢 （     歳） 

保有資格  

業務経験年数          年    箇月 ※本業務に関連する業務経験年数 

主な業務実績① 
業務名： 

内 容： 

主な業務実績② 
業務名： 

内 容： 

 

②業務担当者 

氏  名  

役職・年齢 （     歳） 

保有資格  

業務経験年数          年    箇月 ※本業務に関連する業務経験年数 

主な業務実績① 
業務名： 

内 容： 

主な業務実績② 
業務名： 

内 容： 

※契約期間を通して本業務に従事する総括管理者及び業務担当者を記載すること。 

※本調書は業務担当者の人数に応じて複写して使用すること。 
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【様式３】 

企 業 概 要 書  

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  

所 在 地  

設 立 年 月 日 年   月   日 

営 業 年 数 年 

貸 借 対 照 表 
総 資 本 額 

千円 

損 益 計 算 書 
税 引 前 当 期 利 益 

千円 

常 勤 職 員 の 数 
技術職員 事務職員 その他の職員 合 計 

人 人 人 人 

主 た る 営 業 品 目 
事 業 方 針 な ど 

 

その他特記すべき事項  

 
※令和５年４月１日時点の数値を記載すること。 

※企業概要が分かる資料等があれば適宜添付すること。 

※賃借対照表総資本額、損益計算書税引前当期利益は、直前営業年度の数値を記載すること。 
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【様式４】 

業 務 実 績 書  
 
商号又は名称  

 

1 

国・地方公共団体名  契約期間 
年   月   日 

～     年   月   日 

業  務  名  

契 約 金 額 円（消費税及び地方消費税含む） 

業 務 概 要  

2 

国・地方公共団体名  契約期間 
年   月   日 

～     年   月   日 

業  務  名  

契 約 金 額 円（消費税及び地方消費税含む） 

業 務 概 要  

3 

国・地方公共団体名  契約期間 
年   月   日 

～     年   月   日 

業  務  名  

契 約 金 額 円（消費税及び地方消費税含む） 

業 務 概 要  

4 

国・地方公共団体名  契約期間 
年   月   日 

～     年   月   日 

業  務  名  

契 約 金 額 円（消費税及び地方消費税含む） 

業 務 概 要  

5 

国・地方公共団体名  契約期間 
年   月   日 

～     年   月   日 

業  務  名  

契 約 金 額 円（消費税及び地方消費税含む） 

業 務 概 要  

※ 過去５年（平成30年４月１日以降）において、国又は地方公共団体が発注する本業務と同様の受注実   

績を５件まで記載すること。なお、元請として実施したもののみとする。 

※ 記載した全件について、受注を確認できる書類（契約書表面の写し等）を記載すること。 

※ Ａ４サイズ２ページ以内に収まるよう、簡潔に記載すること。 
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綾部市公告第９９号 
 
 
 
 次の書類は、送達を受けるべき者への送達が困難であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 
 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。 
 
 
  令和５年８月３１日 
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
  （以下掲示済） 
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綾部市上下水道事業管理規程第２号 

 

 綾部市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

  令和５年８月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 

綾部市上下水道事業会計規程（平成２６年綾部市水道事業管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第１０７条を次のように改める。 

（伝票等の様式） 

第１０７条 この規程による伝票等の様式は、別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、令和５年８月１０日から施行する。 

上下水道事業管理規程
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 私市円山古墳公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年９月１日 

 

綾部市教育委員会      

教育長 村 上 元 良  

 

綾部市教育委員会規則第４号 

 

私市円山古墳公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 私市円山古墳公園条例施行規則（平成５年綾部市教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 様式第１号中 

「  

 

使 用 料 円         

使用料徴収日 年  月  日 決

裁 

        

領 収 済 印   

                 」                     

削る。 

様式第２号中 

「 

 

使 用 料 円 左記金額を受領しました。 

      年  月  日             

綾部市教育委員会         □印  

                                      」 

削る。 

 

   附 則  
 この規則は、公布の日から施行する。  

を 

を 
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158



綾部市教育委員会告示第１２号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和５年度第５回（８月臨時）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和５年８月２日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 村 上 元 良    

 

１ 日  時   令和５年８月９日（水）午後１時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

  ・議第２０号  

令和６年度以降使用小学校用教科用図書の採択について 
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綾部市教育委員会告示第１３号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和５年度第６回（８月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和５年８月２１日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 村 上 元 良    

 

１ 日  時   令和５年８月２４日（木）１０時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

・議第２１号 綾部市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正について 
・議第２２号 私市円山古墳公園条例施行規則の一部改正について 

・議第２３号 綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の制定について 

・議第２４号 令和５年度綾部市一般会計補正予算（第５号）について 
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綾部市教育委員会告示第１４号 

 

綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱を次のように定める。 

 

  令和５年９月１日 

綾部市教育委員会      

教育長 村 上 元 良  

 

綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、綾部市図書館（以下「図書館」という。）において市民の利用

に供するため配架する雑誌に関し、民間事業者等からその提供を受ける雑誌スポン

サー制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「雑誌スポンサー制度」とは、図書館が利用に供しようとす

る雑誌の購入に係る経費を継続的に負担する民間事業者等（以下「雑誌スポンサー」

という。）の名称、広告等を当該雑誌の最新号のカバー及び新刊雑誌書架に掲載し、

図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。 

（雑誌スポンサーの要件） 

第３条 雑誌スポンサーとなることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者

で、図書館におおむね１年以上にわたり雑誌を継続して提供することができるもの

とする。 

（１）企業又は個人の事業者 

（２）公共的団体、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規

定する特定非営利活動法人又はこれらに類する者 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育長が適当と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、雑誌スポンサー

となることができない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２ 

号）第２条第２項に規定する風俗営業者 

（２）貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第２項に規定する貸金業者 

（３）その者の行う活動の主たる目的が次のいずれかに該当すると認められる者 

  ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

  イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反すること。 

  ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職を

いう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公

職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の決定、会社
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更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の決定又は破産法（平

成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の決定を受けた者 

（５）法令、条例、規則等に違反したことにより刑事処分、行政処分その他の措置を受け

ている者 

（６）市税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条に規定する税をいう。）を滞

納している者 

（７）前各号に掲げる者のほか、雑誌スポンサーとして適当でないと教育長が認めた者 

（雑誌の選定） 

第４条 雑誌スポンサーは、図書館が作成した雑誌リストから対象雑誌を選定する。

ただし、雑誌リストに含まれない雑誌を選定しようとするときは、図書館と協議する

ものとする。 

２ 前項に規定する対象雑誌の選定に当たり、同一雑誌に複数の申込みがある場合 

は、申込みの早い者を優先するものとする。 

（雑誌の提供と所有権等） 

第５条 雑誌スポンサーは、前条の規定により選定した雑誌を図書館が指定する方法

により、４月１日から翌年３月３１日までの年度単位で図書館に提供するものとす

る。ただし、増刊号は対象としない。 

２ 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、雑誌スポンサ

ー制度によらずに所蔵する他の雑誌と同様に扱うものとする。 

３ 雑誌スポンサーは、年度途中での提供雑誌の変更はできない。ただし、休刊又は廃 

 刊等の事由により、引き続き当該雑誌の提供が困難であるときは、図書館と協議の 

上、別の雑誌に変更することができるものとする。 

４ 提供雑誌の配架場所及び広告掲載場所は、図書館が決定する。 

（費用の負担及び支払方法） 

第６条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の購入に係る経費の全額を負担する。 

２ 雑誌スポンサーは、負担すべき経費を図書館が指定する雑誌納入業者（以下「雑誌

納入業者」という。）に、指定期日までに直接支払うものとする。この場合において、

当該経費の支払は、毎年度一括して前払で支払うものとする。ただし、特別の理由が

あるときは、図書館及び雑誌納入業者と協議して決めるものとする。 

３ 前項の規定に基づく前払以降、雑誌の年間購入費用に変更があった場合は、その

差額は雑誌スポンサーと雑誌納入業者との間で直接精算するものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、振込手数料及び広告に係る経費等関連する経費（図

書館が作成するものを除く。）は、雑誌スポンサーの負担とする。 

（雑誌スポンサーの申込み） 

第７条 雑誌スポンサーの申込みをしようとする者は、綾部市図書館雑誌スポンサー

申込書（様式第１号）に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。 

２ 教育長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、

雑誌スポンサーとしての適否を決定し、綾部市図書館雑誌スポンサー承諾（不承諾）

決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 
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３ 前項の規定により承諾の通知を受けた雑誌スポンサーは、速やかに前条に定める

費用を雑誌納入業者に支払うものとする。 

（広告の内容） 

第８条 広告の内容は、次の各号のいずれにも該当してはならない。 

（１）他を中傷し、誹謗し、若しくは名誉を傷つけるもの又は関係法令に反するもの 

（２）教育長が適当でないと認めるもの 

（広告の規格及び作成） 

第９条 広告は、別に定める広告規格書に基づき、当該雑誌スポンサーが作成するも

のとする。 

（広告の掲載期間） 

第１０条 広告の掲載期間は、年度単位とする。ただし、年度途中からの申込みの場合

は、図書館が掲載を決定した月の翌月に発刊される号から当該年度における最終発

刊号までとする。 

（広告内容の修正変更） 

第１１条 雑誌スポンサーは、広告の掲載期間途中において、やむを得ず広告の内容

を変更しようとするときは、綾部市図書館雑誌スポンサー広告内容変更申込書（様

式第３号）に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。 

（雑誌スポンサーへの協議要求） 

第１２条 図書館は、広告掲載後の事情変更等により広告の内容が第８条の規定に抵

触し、又はそのおそれがあると認めるときは、雑誌スポンサーに対し、広告の内容の

変更について協議を求めることができる。 

（広告の責務） 

第１３条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものと

する。 

（雑誌スポンサーの取下げ、更新等） 

第１４条 雑誌スポンサーは、広告の掲載期間途中において広告掲載を取り下げよう

とするときは、綾部市図書館雑誌スポンサー広告取下届（様式第４号）により、教育

長に届け出るものとする。ただし、雑誌納入業者へ支払われた雑誌経費等について

は、これを返還しない。 

２ 広告の掲載期間満了の２か月前までに、図書館又は雑誌スポンサーのいずれかに

解約の意思表示がない場合は、その期間を年度単位で自動的に更新するものとし、そ

の後も同様とする。 

３ 雑誌スポンサーは、前項に規定する更新を行わないときは、綾部市図書館雑誌ス

ポンサー解約届（様式第５号）により、教育長に届け出るものとする。 

（雑誌スポンサーの取消し） 

第１５条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの決定

を取り消すことができる。この場合において、雑誌納入業者へ支払われた雑誌経費等

については、これを返還しない。 

（１）第１２条の規定による求めに応じないとき。 
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（２）雑誌スポンサーが倒産、解散等により消滅したとき。 

（３）その他雑誌スポンサーとして適当でないと教育長が判断したとき。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和５年９月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係）  
 

年  月  日  
 

綾部市教育委員会教育長 様  
 

住 所                    
名 称                 ○印   
代表者                   
電話番号         FAX         

 
綾部市図書館雑誌スポンサー申込書  

 
 綾部市図書館の雑誌スポンサーに応募したいので、綾部市図書館雑誌スポンサー制度実

施要綱第７条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申し込みます。  
 なお、申込みに当たり、綾部市が市税の納付状況について調査を行うことに同意し  
ます。  
 

記  
 
１ 提供雑誌名  

１．  ２．  

３．  ４．  

５．  ６．  

 
２ 広告の掲載期間  

  年  月  日から    年３月３１日発刊号まで。  
なお、広告の掲載期間満了２か月前までに解約の意志表示をしない場合は、その期間

を翌年度１年間自動的に更新するものとし、その後も同様とします。  
３ 添付書類  
（１）掲載用広告原稿（案）  
（２）会社概要等業務内容が分かるもの  
４ その他  
（１）上記「１ 提供雑誌名」の雑誌を図書館に提供し、指定された方法により経費の全

額を負担します。  
（２）提供する雑誌の取扱いについては、図書館に一任します。  
（３）綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱及び関係法令を遵守します。  
（４）綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第３条第２項の規定には該当しません。  
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様式第２号（第７条関係）  
 

第     号  
年  月  日  

 
              様  

綾部市教育委員会           
       教育長             □印  

 
綾部市図書館雑誌スポンサー承諾（不承諾）決定通知書  

 
年  月  日付けで申込みのありました綾部市図書館への雑誌の提供につい

て、下記のとおり決定しましたので、綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第７条の

規定により通知します。  
 

記  
 

決  定  区  分  □承諾       □ 不承諾  

提 供 を 受 け る 雑 誌   

広 告 の 掲 載 期 間      年  月  日 ～    年  月  日  

雑誌を納入する業者（書店等）  

不 承 諾 の 理 由   

（注）  
１ 提供された雑誌の所有権は、綾部市図書館に帰属します。  
２ 雑誌の配架の位置、保存期間、廃棄その他提供された雑誌の取扱いについては、綾部

市図書館が決定します。  
３ 提供する雑誌が廃刊になる場合その他雑誌の提供ができなくなると見込まれる場合  

は、あらかじめ綾部市図書館と協議してください。  
４ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、綾部市教育委員会に対して審査請求をすることができます。（なお、決

定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）  
  また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請

求をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は綾部市教育委

員会となります。）提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）  
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様式第３号（第１１条関係） 

 

年   月   日  

 

綾部市教育委員会教育長 様 

 

住 所                    

名 称                    

代表者                    

電話番号        FAX         

 

綾部市図書館雑誌スポンサー広告内容変更申込書 

 

綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第１１条の規定に基づき、広告内容を変更した

いので、変更後の掲載用広告原稿（案）を添えて下記のとおり申し込みます。  

 

記 

 

１ 提供雑誌名  

 

 

 

 

２ 変更を必要とする理由  
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様式第４号（第１４条関係）  
 

年   月   日   
 

綾部市教育委員会教育長 様  
 

住 所                    

名 称                    

代表者                    

電話番号        FAX         

 
綾部市図書館雑誌スポンサー広告取下届  

 
綾部市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり広告掲

載を取り下げます。  
なお、掲載予定期間内における雑誌経費等については、当方で負担します。   

 
記  

 
１ 提供雑誌名   
 
 
 
 
２ 取下げ期日           年  月発刊号から   
 
 
 
３ 当初掲載予定期間        年   月  日から  年３月３１日最終発刊号まで   
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様式第５号（第１４条関係）  
 

年   月   日   
 

綾部市教育委員会教育長 様   
 

住 所                    

名 称                    

代表者                    

電話番号        FAX         

 
綾部市図書館雑誌スポンサー解約届  

 
綾部市図書館雑誌スポンサーを、今年度末をもって解約したいので、綾部市図書館雑誌  

スポンサー制度実施要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。   
 

記  
 
１ 提供雑誌名   
 

①                 ②                 
 

③                 ④                 
 

⑤                 ⑥                 
 
 
２ 期  限            年度末最終発刊号まで   
 
 
 
 
※  前期間満了の２か月前までに解約届を提出してください。   
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綾部市選挙管理委員会告示第２３号 

 

綾部市条例の制定又は改廃の請求及び綾部市の事務の執行に関する監査の請求並びに合併協

議会設置の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

令和５年９月１日 

 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

 

 

５３９人 
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綾部市選挙管理委員会告示第２４号 

 

綾部市議会の解散の請求並びに綾部市の議会議員、市長、副市長、選挙管理委員、監査委員

及び教育委員会の委員の解職の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の３分の１

の数は、次のとおりである。 

 

令和５年９月１日 

 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

 

 

８，９８３人 
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綾部市選挙管理委員会告示第２５号 

 

合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する選挙人名簿に登録されてい

る者の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

 

令和５年９月１日 

 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

 

 

４，４９２人 
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